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７月  ○は休日窓口開設日
日 月 火 水 木 金 土
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小
金
井
み
ん
な
の
給
食
委
員
会

委
員
募
集

委
員
募
集

　

学
校
給
食
の
指
針
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
見
守
り
支
援
す
る
た

め
、
同
委
員
会
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
で
、
令
和
５

年
４
月
１
日
現
在
１８
歳
以
上
の
方

s
２
人
（
選
考
）

■
任
期
委
嘱
日
〜
令
和
６
年
３
月

３１
日

■
申
込
書
配
布
場
所
等
７
月
１
日

か
ら
、
学
務
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジe
▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
小

論
文
は
返
却
し
ま
す
▽
選
考
基
準

・
方
法
、
開
催
回
数
等
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

m
７
月
１８
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直
接
、

申
込
書
と
小
論
文
（
８００
字
以
内
・

課
題
＝
「
学
校
給
食
の
質
の
維
持

向
上
に
つ
い
て
」
を
学
務
課
保
健

■
指
定
管
理
対
象
施
設
市
立
清

里
山
荘
（
山
梨
県
北
杜
市
高
根

町
清
里
３
５
４
５

−

１
）

■
指
定
期
間
令
和
６
年
４
月
１

日
〜
１１
年
３
月
３１
日

■
業
務
内
容
市
立
清
里
山
荘
の

運
営
・
管
理
業
務

■
応
募
資
格
法
人
、
そ
の
他
の

団
体
等
（
個
人
で
の
応
募
は
で

き
ま
せ
ん
）

■
選
定
方
法
指
定
管
理
者
選
定

委
員
会
が
審
査
を
行
い
、
候
補

者
を
選
定
し
ま
す
（
第
１
次
＝

書
類
選
考
。
第
２
次
＝
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）

■
募
集
要
項
等
配
布
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で

■
応
募
方
法
７
月
１８
日
〜
８
月

１０
日
に
提
出
書
類
を
、
直
接
、

生
涯
学
習
課
へ

【
現
地
説
明
会
】

d
７
月
１０
日
（
月
）
午
後
１
時

〜
３
時

b
清
里
山
荘
研
修
室

u
応
募
方
法
、
提
出
書
類
等
の

説
明
お
よ
び
施
設
見
学

e
▽
参
加
希
望
の
団
体
は
、
７

月
７
日
正
午
ま
で
に
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
み
く
だ
さ

い
▽
参
加
は
１
団
体
３
人
ま
で

▽
当
日
は
、
応
募
書
類
お
よ
び

指
定
管
理
業
務
仕
様
書
の
ほ

か
、
添
付
資
料
を
必
ず
お
持
ち

く
だ
さ
い

給
食
係
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所

不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
７
階
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
７
４
f
０４２

−

３８３

−

１
１
３
３
）
へ

環
境
楽
習
館

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

　

猛
暑
に
よ
り
快
適
な
室
温
を
維

持
で
き
な
い
た
め
、
臨
時
休
館
し

ま
す
。

　

休
館
期
間
中
は
、
環
境
政
策
課

で
９
月
１
日
以
降
の
利
用
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

■
休
館
期
間
７
月
１
日
（
土
）
〜

８
月
３１
日
（
木
）

i
環
境
政
策
課
環
境
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
１
７
）

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

　

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
か
ら
送
ら
れ
て

く
る
国
か
ら
の
緊
急
情
報
を
、
市

内
５７
か
所
に
設
置
し
て
い
る
防
災

行
政
無
線
を
用
い
て
市
民
の
皆
さ

ん
へ
お
伝
え
す
る
た
め
、
情
報
伝

達
試
験
を
行
い
ま
す
。

d
７
月
１２
日
（
水
）
午
前
１１
時
こ

ろ■
試
験
放
送
の
内
容
▽
防
災
行
政

無
線
チ
ャ
イ
ム
▽
「
こ
れ
は
、
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」
３
回

繰
り
返
し
▽
「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う

さ
い
こ
が
ね
い
で
す
」
▽
防
災
行

政
無
線
チ
ャ
イ
ム

e
▽
こ
の
試
験
は
、
本
市
以
外
の

地
域
で
も
、
全
国
的
に
実
施
さ
れ

ま
す
▽
試
験
放
送
当
日
に
放
送
内

容
を
確
認
す
る
場
合
は
、
自
動
音

声
応
答
サ
ー
ビ
ス
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
９
０
０
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

i
地
域
安
全
課
地
域
安
全
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
０
６
）

お
知
ら
せ

in
fo
rm
a
tio
n

■
開
設
時
間
午
前
９
時
〜
午
後
１

時■
開
設
窓
口
市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係（
２
日
の
み
）、

納
税
課
（
２
日
の
み
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
国
民

年
金
事
務
・
市
税
証
明
書
交
付
事

務
ほ
か
）
も
あ
り
ま
す

i
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

０４２
−

３８７

−

９
８
２
６
）、
土
曜
・

日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代
表
（
☎

０４２

−

３８３

−

１
１
１
１
）

i地域安全課防災消防係（☎０４２−３８７−９８０７）

風水害に備えて風水害に備えて

物干しざおなど落下の危険
があるものは固定するか家
の中に入れる

ベランダ

飛散防止用のフィルムをはる。
カーテンを閉める

窓ガラス

詰まった落ち葉などは取り除く
排水溝

破損等がないか点検し補強
する

屋根・雨戸・シャッター

倒れやすいため、固定するか
家の中に入れる

鉢植え・自転車

家の周りを点検しましょう

　強風注意報や暴風警報などは、強風や
暴風などが吹き始める数時間前に発表さ
れます（大雨などの警報等も同様です）。
暴風雨に関する気象情報が発表されたら
外出を控え、風雨が強くなる前に建物や
建物の周りを見直して、飛びやすいもの
は固定するなど、対策を行いましょう。

　また、学校や会社などにいるときは、
強い風雨によって交通機関が止まり、帰
宅が困難になるおそれがありますので、
災害のおそれに関する気象情報や警報・
注意報が発表された場合は、学校や会社
の指示に従って早めに帰宅するなど、台
風等のピークを避けて行動しましょう。

台風等が予想されるときの対策

　災害が発生し、または発生のおそれがある場合、市は「高齢者等避難」「避難指示」
「緊急安全確保」を発令する場合があります。危険を感じる場合は、自らの判断で早
めに避難することも重要です。
▷自宅に浸水等の危険性がない場合は、在宅避難
▷避難する時間がない場合は、自宅の２階へ避難（垂直避難）

避難情報について

▷自宅付近の浸水予想や最寄りの避難所を確認しましょう
▷避難する際の持ち物や自宅の備蓄を確認しましょう
▷情報の入手方法を確認しましょう
　市では災害時の情報を防災行政無線で放送してお
り、同内容を電話応答サービス（☎０４２−３８７−
９９００）でも確認できます。また、ツイッター、こが
ねい安全・安心メール、市ホームページ等でも情報
を発信しています。

防災マップ等を活用し、日頃から備えておきましょう

i
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
７
階
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
７
９
）

市
立
清
里
山
荘
の

市
立
清
里
山
荘
の

　
　
指
定
管
理
者
を
募
集

　
　
指
定
管
理
者
を
募
集

警戒レベル 状況 住民がとるべき行動 避難情報等

５ 災害発生または切迫 命の危険　直ちに安全確保！ 緊急安全確保

〜〜警戒レベル４までに必ず避難！〜〜

４ 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 避難指示

３ 災害のおそれあり 危険な場所から高齢者等は避難 高齢者等避難

２ 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨・洪水注意報（気象庁）

１ 今後気象状況悪化のおそれ 災害への心構えを高める 早期注意情報（気象庁）
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ご
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７
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休
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窓
口

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 5・7・1 2


